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評価結果報告 

 

１．平成２９年度中小企業再生支援協議会事業の評価・報告にあたり（序論） 

 

本事業は、事業の収益性はあるが、債務超過等の財務上の問題を抱えている中小企

業・小規模事業者に対して、窓口相談や金融機関との調整を含めた再生計画の策定支援

を行うものである。 

とりわけ、平成２７年度以降、「中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企

業の経営支援のための政策パッケージ」（以下「政策パッケージ」という）に基づく「量」

への対応から、「質」への対応に重点を移す中、平成２９年度については事業再生の担

い手としてさらなる支援機能の強化を図るべく、以下の３つを重点項目として取組ん

だ。 

① 暫定リスケから抜本的な再生計画策定支援へ移行する案件の積極支援 

② 抜本再生に伴う経営者保証ガイドラインに基づく保証債務の整理 

③ 相談を受けた事業者のニーズを踏まえた経営改善計画策定支援事業及び早期経

営改善計画策定支援事業、並びに関係支援機関（経営改善支援センター、引継ぎ

支援センター、よろず支援拠点）との連携強化 

以上の方針のもとで各協議会による平成２９年度の事業は実施された。その取組み

結果について、評価・報告等を次項において行う。 
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２．平成２９年度中小企業再生支援協議会事業の成果概要 

平成２９年度の事業は、「平成２９年度中小企業再生支援協議会事業の事業方針」（以下

「事業方針」という。）に基づき、 

・ 公正中立な立場を基本としつつ、事業者目線を意識して、真に事業者のためになる

べく、経営改善の段階から早期に事業再生を意識した一貫支援を行う。 

・ 経営者の早期事業再生着手への意識を醸成するとともに、経営者に対して形式的に

懲罰的な自己破産を求めるような風潮をなくすため、より積極的な形で「経営者保

証に関するガイドライン」に沿った保証債務の整理の支援に取り組み、「一体型」対

応１５０件、「単独型」対応５０件、合計２００件程度を支援目標とする。 

・ 平成２９年度は平成２４～２６年度に協議会で支援した「暫定リスケ案件」のフォ

ローアップが終了する。その暫定リスケ案件の出口対応としては、抜本再生への移

行を促進する方針であり、このため、抜本再生の目標件数を全体で３３０件とし、

暫定リスケ案件については集中的にフォローアップを行う。 

・ 企業の事業再生ニーズに対応するためには、金融機関経由案件への対応はもちろん

のこと、「経営改善支援センター」や「事業引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠

点」等の関係支援機関と連携し、質の高い支援を行う。 

等の取組みが重点的に行われたもので、その事業成果概要は以下のとおりである。 

 

（１）窓口相談対応（一次対応）件数について 

平成２９年度の窓口相談対応件数の実績は１，６８６件と前年比１４件の増加とな

った。相談経路別では、金融機関からの相談が１，０５８件と前年比４０件の減少とな

った一方、企業からは前年比１７件の増加の４５８件、関係支援機関からは前年比３７

件増加の１７０件であった。平成２４年度から平成２６年度までの政策パッケージ対

応期間は金融機関からの相談が８０%弱を占めていたが、平成２７年度以降は金融円滑

化法の終了に伴う出口対応の集中期間が終わったこともあって、金融機関からの相談

割合が減少し、平成２９年度には６３%となっている。企業やその他関係支援機関経由

の案件数の増加は、協議会による積極的なＰＲ活動や連携強化策が奏功したものであ

る。 
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（２）再生計画策定支援（二次対応）完了件数について 

平成２９年度についても前年度と同様に、「量」と「質」の両方を意識した事業運営

を継続した。「量」については、支援完了件数の実績は１，０４２件と前年比５件減少

している。なお支援完了件数のうち、暫定計画からの移行案件数は１０１件であった。 

支援完了件数の前年度比減少の要因としては、支援決定日（２次対応開始日）から完

了までの平均所要日数が引き続き長期化傾向にあることが大きな要素となっている。

平均所要日数長期化の背景には、金融機関からの持込案件において、特に抜本案件に見

られるように、子会社等の複数の関連会社が関係するような複雑な案件の相談が増加

して、それに伴い年度越えとなった案件が増加していること等が挙げられる。計画策定

期間の長期化傾向は、抜本案件に顕著に現れており、２９年度の平均所要日数は２６３

日となっている。 
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この結果、平成１５年度協議会事業発足以降の累計支援完了件数は１３，１４０件、

雇用維持累計人数も５７２，０９２名となった。 

 

 

（３）抜本再生支援の実績 

一方、「質」の面では、抜本再生支援を重点課題に掲げ、３３０件を目標として取り

組んできた。その結果、ＤＤＳを含めた抜本再生支援件数は２００件（目標比達成率６

１％）であったが、支援完了総件数に対する抜本再生支援件数の比率は平成２７年度が

１５．２％、平成２８年度は１９．０％だったのに対し、平成２９年度は１９．２％と

上昇している。また、平成２９年度の重点項目であった暫定計画から抜本再生支援へ移
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行の件数については、２３件の実績で（抜本再生支援件数に占める割合１２％）、その

内訳は債権放棄１７件、ＤＤＳ６件であった。 

また、抜本再生支援の内訳は債権放棄等が１２０件、ＤＤＳが８０件となっており、

より踏込んだ金融支援と言える債権放棄等の抜本再生支援に対する比率は、平成２７

年度の３９％、平成２８年度の４４％に対し、平成２９年度は６０％と大幅に上昇して

いる。債権放棄等が増加している背景には、地域経済の要となっている事業者数の深刻

な減少を受け、金融機関が、抜本的に支援すべき企業の事業再生をより確実にするため

に、業績の悪化を招いた企業の自主再建よりも業績の安定している他の企業へ支援を

求める、いわゆるスポンサー案件が増加していることに現れている。 

 

抜本再生支援件数が計画比未達となった原因の一つとして、計画策定期間の長期化
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ＤＤＳ件数の全般的な落ち込みの影響から、前年度比７件減の２８案件となった。 

なお、抜本再生支援対応を行った金融機関の比率は、政策パッケージ公表の平成２４

年度以降各業態とも急激に上昇し、地方銀行においては２８年度に引き続き２９年度

も１００%実施となった。加えて、第二地銀、信金・信組においてもその比率は２９年

度も上昇しており、抜本再生に対する金融機関の理解は、着実に浸透してきている。 

                      

 

（４）関係支援機関との連携強化について 

平成２９年度に重点項目として実施した関係支援機関との連携強化については、協

議会が主体となり、経営改善支援センター、事業引継ぎ支援センター、よろず支援拠点

等との連携による企業の事業再生ニーズの掘り起こしに注力してきた。その結果、協議
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ター等の関係支援機関より受け取った案件数は１２７件であった。また、協議会が再生

計画の推進に当たって、事業引継ぎ支援センター及びよろず支援拠点の各機能（スポン

サーの探索機能及び売上の増強施策等）を活用した案件数は６３件であった。 
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案件の受け渡しに加えて協議会は、これらの関係支援機関との相互の勉強会や意見

交換会を実施するなど、より的確な事業者支援への取り組み強化を図ってきた。 

また金融機関との連携強化では、中小企業再生支援全国本部の担当プロジェクトマ

ネージャーが、各協議会の要請に応ずる形で金融機関等向け研修に積極的に取組んで

おり、平成２９年度は事業性評価の研修も新たに加わったことから、前年度の３４件を

上回る５０件の研修を実施している。 

 

（注）支援セ＝経営改善支援センター  引継セ＝事業引継ぎ支援センター 

 

（５）「経営者保証ガイドライン」に基づく保証債務の整理について 

「経営者保証ガイドライン」に基づく保証債務の整理に係る支援については、一体型

整理１８０件、単独型整理２０件、合計２００件の保証解除となり、中でも一体型整理

は目標の１５０件を大きく上回る実績であった。一体型整理件数が順調に伸びた要因

としては、保証債務の整理と対をなす債権放棄案件が前年度の８７件から２９年度は

１１７件へと大きく伸びたことが挙げられる。 

この結果、平成２９年度までの累計で５３３件（２９０の企業）の保証債務を整理し

た。うち主債務との一体型整理が累計で４８２件（２５６の企業）、単独型整理が５１

件（３４の企業）となっている。 

協議会事業としては主債務との一体型整理が中心であり、一体型整理の推進に当た

っては、協議会事業における抜本再生とのセットでの活用がなされている。なお、事業

の再生は困難であっても経営者の保証債務の整理を必要とする事案が多いように、単

独型整理の底固いニーズもあることから、協議会事業の一環として単独型整理事案の

掘り起こしを仕掛けて行く。 
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（６）経営改善計画策定支援事業について 

経営改善計画策定支援事業については、平成２９年度で事業開始後実質５年目とな

ったが、平成２９年度の利用申請受付件数は１，９７９件となり、また累計では１５，

２８０件の実績となった。利用申請受付件数は前年度比２８９件の減少であったが、前

年度の減少件数は１，２４１件であったことから落ち込み幅は緩和したものといえる。 

 

 

３．平成２９年度評価方法 

（１） 評価方法 

① 各協議会において、平成２９年度事業計画に対する事業実績（実施状況等）につき、

期初（平成２９年３月）に中小企業庁が提示した「中小企業再生支援協議会事業の

評価方針」（以下「評価方針」という）に基づき、自己評価を実施。 

② ①による自己評価を全国本部にて集計のうえ、４者面談（協議会、認定支援機関、

経済産業局、全国本部）を実施。 
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平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

経営改善計画策定支援事業

利用申請件数推移

単年度 累計
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③ 自己評価、面談内容、全国本部内協議、各経済産業局等の意見を踏まえ、全国本部

において最終評価を確定。 

 

（２） 評価基準等 

「評価方針」及び「２９年度協議会評価基準」（以下「評価基準」という。）に基

づき、実施している。評価項目としては、大きくは「基本評価項目（効率化評価、

目標達成度評価、外部評価）」と「加点評価項目」（他の協議会の模範となる事例、

対前年度伸び率等７項目）に大別している。 

 

（３）評価とその考え方 

評価は、Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅによる５段階評価で、その基準、考え方は以下のとお

りである。 

Ａ～全体として十分な成果を上げており、総合的に高い水準にある 

Ｂ～全体として概ね成果を上げており、総合的に良好な水準にある 

Ｃ～普通に出来ており、総合的に概ね問題ない水準にある 

Ｄ～不十分な項目も見られ、総合的に期待水準をやや下回っている 

Ｅ～大きな問題が見られ、抜本的な改善策が必要 

（注） 

・ Ａ～Ｅ各評価区分は、絶対評価であり、Ｃ評価以上を合格水準とする。 

・ 合格水準とは、中小企業からのあらゆる経営相談に、専門家集団として適切に対

応できている協議会という評価。 

・ 加点評価にあたっての基本的考え方は、各項目につき、「他の協議会の模範とな

る事例」に相当するかどうかという視点の他、対前年度伸び率も加味して評価し

ている。加えて、面談等を通しての自己評価を踏まえたほか、日頃の地域や金融

機関等との実質的な関係構築度度合、マーケットに応じた顧客相談体制等の構築、

適切な業務運営上のマネジメント力、統括責任者や統括責任者補佐を含めた協議

会全体としての再生支援能力やノウハウの蓄積等も考慮して評価している。 

・ Ｄ評価以下については、基本評価項目による実績評価に加え、上記観点を踏まえ

た総合評価において合格水準には達しておらず、何らかの改善が必要という評価。 

・ なお、具体的評価の確定手法としては、日頃より案件を通し各協議会の統括責任

者や統括責任者補佐と接触している全国本部の地区担当プロジェクトマネージ

ャー並びに４者面談に出席したプロジェクトマネージャーによる意見を踏まえ、

各経済産業局と意見調整したうえで、最終確定している。 
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４．平成２９年度評価結果 

評価Ａ １１協議会～岩手、千葉、東京、新潟、愛知、岐阜、三重、富山、大阪、兵庫、 

鳥取（前年度比＋１協議会） 

評価Ｂ １９協議会～青森、山形、茨城、群馬、埼玉、長野、石川、滋賀、和歌山、 

島根、岡山、広島、徳島、愛媛、福岡、長崎、大分、宮崎、 

鹿児島（前年度比＋５協議会） 

評価Ｃ １２協議会～北海道、宮城、秋田、福島、栃木、静岡、福井、京都、奈良、 

山口、香川、熊本（前年度比△３協議会） 

  評価Ｄ  ５協議会～神奈川、山梨、高知、佐賀、沖縄（前年度比△３協議会） 

 

  協議会毎の上記評価に至った理由、特徴及び内容等については、巻末に掲載。 

 

 

 

 

５．評価に対する総合コメント 

（１）評価ランクの分布について 

協議会全体では、４７協議会のうち、約８９％にあたる４２協議会が、合格水準（Ｃ

評価以上）で、これは前年度より３協議会増加しており、着実に協議会スキルの底上げ

が図られた。 

抜本案件のうちでも債権放棄スキームが増加している背景には、各協議会の案件処

理能力のアップと、それに伴った金融機関等の協議会への信頼感が高まった結果とい

える。 

 一方でＤ評価以下という、合格水準に満たない協議会が約１１％の５地域存在して

いる。うち２協議会については、前年度は合格水準にあったが、再生計画策定の支援完

協議会数 比率 比率累計 協議会数 比率 比率累計 協議会数 比率 比率累計

Ａ評価 8 17.0% 17.0% 10 21.3% 21.3% 11 23.4% 23.4%

Ｂ評価 14 29.8% 46.8% 14 29.8% 51.1% 19 40.4% 63.8%

Ｃ評価 16 34.0% 80.9% 15 31.9% 83.0% 12 25.5% 89.4%

Ｄ評価 8 17.0% 97.9% 8 17.0% 100.0% 5 10.6% 100.0%

Ｅ評価 1 2.1% 100.0% 0 0.0% 100.0% 0 0.0% 100.0%

47 100.0% - 47 100.0% - 47 100.0% -

平成27年度
区　分

計

平成28年度 平成29年度

17%

30%
34%

17%

2%

平成27年度比率

Ａ評価

Ｂ評価

Ｃ評価

Ｄ評価

Ｅ評価

21%

30%
32%

17%

0%

平成28年度

Ａ評価

Ｂ評価

Ｃ評価

Ｄ評価

Ｅ評価

23%

40%

26%

11%

0%

平成29年度

Ａ評価

Ｂ評価

Ｃ評価

Ｄ評価

Ｅ評価
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了時期が後ろ倒しになった案件の増加などにより平成２９年度の実績が低迷したこと

を受けての一時的な評価ダウンと見られるが、残余の３協議会は前年度評価において

もＤ評価であった。これら３協議会においては、内部体制の再構築、関係金融機関等と

の連携のあり方についての再検討など、協議会のこれまでの取組みについてゼロベー

スから見直す必要があると考える。 

 

（２）評価結果について 

評価の高低を左右する主たる項目としては、２次完了件数及び抜本完了件数の実績

と抜本完了件数の目標達成率、そして統括責任者補佐一人当たり対応件数にもとづい

た効率化指標等であるが、それらの評点を高めるには、地元地銀をはじめとする金融機

関との良好な信頼関係の構築が最も重要な要素である。 

また、安定した２次完了件数を維持するには、そのベースともなる窓口相談対応（一

次対応）件数の確保が必要で、一次対応案件数増加の観点から２９年度は、関係支援機

関との連携も評価対象とした。一次対応件数の多い協議会の案件持ち込みルートをみ

ると、金融機関以外のルート（企業本人、関係支援機関等）からの案件が増加している

ことが挙げられる。なお関係支援機関との連携件数を評価項目としたのは２９年度が

最初の取組みである。 

高評価の協議会は、抜本完了件数を含む二次完了件数が多いのに加えて、一次対応件

数の水準も高めの傾向にあって、約半分の協議会は、関係支援機関との連携件数も多か

った。低評価から高評価に転じた協議会を見ると、総じて一次対応件数、二次完了件数、

抜本完了件数が前年度比増加したこと、そしてその結果として、サブマネージャー（Ｓ

Ｍ）１人当たりの効率化評点も高くなったことが挙げられる。また低評価の協議会は、

総じて金融機関との信頼関係の構築や連携がうまくいっていない傾向が強く、このこ

とは外部アンケートの結果にも現れており、関係支援機関との連携件数についても少

ない傾向となっている。 

各協議会には、金融機関との信頼関係の構築・維持、そして関係支援機関との連携の

強化等は、協議会事業の根幹に関わるものであることを十分に認識した対応が求めら

れている。 

 

（３）今後の課題について 

各協議会共通の今後の課題としては、以下の事項が挙げられる。 

① 事業再生の入口ともいえる一次対応件数の増加に向け、従前の金融機関経由案件の

発掘に加えて、関係支援機関等との一層の連携強化と事業者本人からの直接相談件

数の嵩上げへの一層の働きかけを行うことが必要である。 

② 統括責任者には、協議会における再生ノウハウの習得と継承、そして人材育成、そ

のための長期的な視野に立った協議会の体制づくり等に、積極的に取組むことが必
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要である。 

③ 協議会には、金融機関を始めとした関係支援機関との連携の維持・強化への努力が

必要とされている一方、地域における金融機関及び支援専門家に対する再生ノウハ

ウの普及と定着化も求められている。加えて取扱う案件は一段と難化・複雑化して

おり、かつ再生計画策定期間も長期化の傾向にあることから、関係金融機関との緊

密な情報共有を行うことが必要である。特に共有すべき事項としては、案件に内在

するガバナンスや税務問題等の様々な課題やリスク、そして再生計画策定手続きの

進捗状況などが挙げられる。この対応を誠実に行うことによって、金融機関との信

頼関係は確実に深められる。 

以上 
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Ａ評価協議会 

 

 

 

地区 評価 特徴等

岩手県 Ａ

一次対応件数は前年度割れとなったものの、抜本完了５件、目標達成率１０
０％となり、また二次完了件数も２６件、目標達成率１０４％となったこと
から、２年連続でのＡ評価達成となった。地域金融機関を主体に協議会に対
する信頼感が高まってきたこと、そして地域における抜本再生加速化連絡会
議（他の支援機関との連携強化による案件発掘を目的とした会議体）の活用
が奏功し、抜本案件の取組みが順調である。

千葉県 Ａ

抜本完了件数１６件は全国トップの実績で、かつ年度目標も達成（達成率１
３３％）したことから、昨年度より１ランクアップのＡ評価となった。地域
経済の規模を勘案すれば、一次対応件数、二次完了件数における「量」の確
保についても一段の嵩上げを期待するものであるが、常駐専門家の再生ノウ
ハウの確立に裏付けられた事業体制の安定化と、それを背景とした「質」の
面の充実振り（完了件数に占める抜本比率５２％）については、大いに評価
される。

東京都 Ａ

一次対応件数２１９件、二次完了件数６８件はいずれも全国トップの実績
で、ＳＭ（サブマネージャー、以下ＳＭと表記）１人当たりの件数でも全国
平均を上回っている（１次対応件数＝１８．６件、全国７．８件　２次完了
件数＝５．８件、全国４．８件）。案件の掘起こしでは、企業本人からの直
接相談への対応することを目的とした特別相談会の開催や金融機関との連携
などで独自の工夫をしており、また協議会の再生スキルも年々充実して金融
機関からの信頼感も厚い。

新潟県 Ａ

抜本完了件数が前年度より３件増加し、かつ目標達成率も７８％であったこ
と等により基本評価項目で実績を上げたことから、２ランクアップのＡ評価
となった。常駐専門家を含む業務体制面の整備も順調に進み、また引継支援
センター等の他の関係支援機関との連携強化策も奏功して、金融機関からの
信頼も高まっている。経営改善計画策定支援事業の利用申請件数について
も、前年度の６２件から８３件に増加して全国６位と順調であった。

愛知県 Ａ

抜本完了件数６件の全てが債権放棄スキームで、それに伴い経営者保証ガイ
ドライン対応件数（１１件）が全国３位となった。加えて、経営改善計画策
定支援事業及び早期経営改善計画策定支援事業の利用申請が全国トップで１
１７件、同３位の４１１件となるなどバランスの取れた事業運営により昨年
度比１ランクアップのＡ評価となったもので、効率化評価や目標達成度評価
の高さにつながった。

岐阜県 Ａ

抜本再生件数が目標の４件を達成（達成率１００％）し、うち債権放棄ス
キームが３件で、それに伴い経営者保証ガイドライン対応件数も６件となり
目標の４件を上回った。また少ないＳＭ人数で対応していることから、効率
化の面でも高い評価となり、昨年度から１ランクアップしてＡ評価となっ
た。経験豊富なＳＭを配置しており協議会の再生スキルは高く、引き続き安
定した事業運営がなされている。

三重県 Ａ

一次対応件数、抜本完了件数とも前年度比順調な実績（一次対応件数１１件
増、抜本完了件数２件増）を上げ、また二次完了件数は１９件で前年度と同
数を確保した。加えて抜本完了件数は目標６件を上回る７件で、経営者保証
ガイドライン対応件数も８件と目標を上回り、基本項目において万遍なく良
好な実績であった。外部アンケート評価の面でも、金融機関等の評点が全国
平均４．２３を上回る４．３５となるなど、安定感のある業務運営がなされ
たことから、前年度比１ランクアップのＡ評価であった。
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Ａ評価協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区 評価 特徴等

富山県 Ａ

抜本再生件数は目標を上回る５件（目標達成率１２５％）となり、うち債権
放棄スキームが４件であったことから経営者保証ガイドライン対応件数も９
件と目標を上回った。また、二次完了件数が３割増となった結果、前年度の
Ｄ評価からＡ評価へランクアップした。実績は大きく改善され、金融機関ア
ンケート評価も改善傾向（地域金融機関の評点２８年度３．４５→２９年度
３．８８）にあるが、連携強化等で今後の業務運営の安定化に努力いただき
たい。

大阪府 Ａ

一次対応件数（８３件から９２件）、二次完了件数（５３件から５８件）、
抜本完了件数（８件から１１件）の全てが前年度を上回ったのに加え、それ
ら全項目とも全国２位であった。また経営者保証ガイドライン対応件数１２
件・全国２位、そして経営改善計画策定支援事業及び早期経営改善計画策定
支援事業における利用申請件数も９０件及び３８０件でいずれも全国５位と
全国上位ランクとなり、バランスの取れた事業運営により前年度に引き続き
Ａ評価となった。

兵庫県 Ａ

抜本完了件数は前年度件数を下回った（７件から４件）ものの、一次対応件
数が５０件で全国６位、二次完了件数が４１件で全国３位と高い水準での実
績を確保し、経営者保証ガイドライン対応件数５件、経営改善計画策定支援
事業５２件及び早期経営改善計画策定支援事業１４４件の利用申請件数も順
調であった。地元金融機関（地銀、信金・信組）や政府系金融機関そしてメ
ガバンクに至るまで、業態の異なる多くの金融機関より万遍なく案件の持込
みがあるのが当協議会の強みで、昨年度に引き続いてＡ評価となった。

鳥取県 Ａ

一次対応件数１６件、二次完了件数１１件とも前年度水準を維持（それぞれ
前年度比１件増）し、抜本完了件数は４件で、目標達成率は全国平均（５
９％）を上回る８０％であった。また経営者保証ガイドライン対応件数５件
も目標を達成し、金融機関等の外部評価アンケートも４．６７と全国平均の
４．２３を上回り良好であった。加えて、経営改善計画策定支援事業の利用
申請企業数の県内中小企業者数に占める比率が全国２位を維持し、昨年度に
続きＡ評価であった。
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Ｂ評価協議会 

 

 

 

地区 評価 特徴等

青森県 Ｂ

二次完了件数は前年度実績の４割減と下回ったものの、抜本完了件数が前年
度の２件から５件へ大幅に伸び、また一次対応件数も大きく増加したことか
ら、２９年度は前年度比１ランクアップのＢ評価となった。外部評価アン
ケートにおける地域金融機関からの評点も高く、関係支援機関との連携も良
好なことから、２次完了件数の確保への一層の努力を求めたい。

山形県 Ｂ

一次対応件数、二次完了件数とも前年度実績を下回ったが、（期中で統括責
任者の交代が有ったものの）抜本完了案件は年度目標を達成すると共に、自
己最高の５件の実績を確保した。相談事業先の現場実査による業態把握を励
行するなどの対応を行い、また地域金融機関訪問等の営業活動にも傾注して
いることから、一次対応件数の嵩上げは十分に期待できる。

茨城県 Ｂ

二次完了件数（１９件から２４件）、抜本完了件数（３件から６件）とも目
標達成率はそれぞれ８０％、７５％と目標に届かなかったが、前年度実績を
上回る実績を確保したことから、前年度比２ランクアップのＢ評価となっ
た。またこれまで実績の無かった経営者保証ガイドライン対応が、３件あっ
たことも高く評価できる。体制面の継続的な見直しも行いながら、３０年度
も案件確保に積極姿勢で対処する方針であり、一段の業績アップを期待した
い。

群馬県 Ｂ

抜本完了件数は前年度比減少したものの７件（全国平均は４．１件）と高い
水準を維持し、業態の異なる地域金融機関の多くから案件が持ち込まれたこ
ともあって一次対応件数、二次完了件数とも前年度実績を上回った。地域金
融機関との連携強化、企業向け広報活動への取組みなど、業務全体のバラン
スが適切に図られており、実績確保に当たって安定感のある事業運営が継続
されている。

埼玉県 Ｂ

金融機関への積極的なＰＲ活動の結果、一次対応件数は全国４位の実績と
なったが、例年実績の多い抜本完了件数が翌年度へずれ込んだこともあって
４件に留まったため、二次完了件数も前年度実績の７割に落ち込んだ。２９
年度は案件の仕込み時期に当たり抜本を含む完了件数は伸び悩んだが、ベテ
ランＳＭを核に業務体制は安定しており、地元金融機関の信頼感も厚く３０
年度は飛躍が期待できる。

長野県 Ｂ

２年連続での抜本完了件数の目標達成（各１０件）は、抜本重視の意思が強
く反映されたものであり評価される。そうした中で二次完了件数の前年度比
３割減は残念であったが、一次対応件数は前年度を底に増加に転じているこ
ともあって、業績の向上は期待できる。アンケート結果によると金融機関の
評価は総じて高く、安定した協議会運営のもとに、金融関係者からの信頼は
引き続き保たれている。

石川県 Ｂ

一次対応件数（４５件）と二次完了件数（３０件）のいずれとも前年度の実
績を下回ったが、水準的には高いレベル（全国平均の一次対応件数３６件、
同二次完了件数２２件）を維持した。抜本完了案件は前年度水準を維持する
とともに、経営者保証ガイドライン対応件数が８件にのぼり、うち単独型５
件は特筆できる成果である。地域金融機関との関係は良好に保たれており、
引き続き安定した協議会運営がなされている。
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地区 評価 特徴等

滋賀県 Ｂ

二次完了件数が前年度の実績を下回った一方で、一次対応件数と抜本完了件
数は増加したが、ＳＭ１人当たりの効率化面は厳しい評価となった。アン
ケート調査による地域金融機関の評価は、従前と同様に高い水準を維持した
ものの、２９年度は金融機関経由の案件持込が前期並みの低水準に留まり、
金融機関との連携の面で今後に課題が残った。

和歌山県 Ｂ

最重点施策として取組んだ一次対応件数の嵩上げは、事業者本人からの相談
増加により前年度の２倍となった反面、二次完了件数と抜本完了件数は前年
度比微減であった。実件数の水準は低かったものの、少人数のＳＭでの対応
のため、ＳＭ１人当たりの効率化は高評価となった。体制面も軌道に乗って
きており、協議会事業の全般的な業績向上を期待したい。

島根県 Ｂ

全国水準比はやや見劣りするが、一次対応件数、二次完了件数とも昨年度比
２倍強の実績となり、二次完了件数は目標を達成した。また独自の「全案件
出張相談」の成果もあってアンケート調査による金融機関及び支援企業の評
価も引続いて高く、業務体制は安定感を強めた。その結果２９年度の業績は
大幅に向上し、昨年度のＤ評価から２ランクアップのＢ評価となった。

岡山県 Ｂ

一次対応件数は前年度と同数であったものの、二次完了件数、抜本完了件数
とも前年度を下回ったことで基本評価項目が全国水準に留まり、昨年度より
１ランクダウンのＢ評価であった。外部アンケート評価における金融機関の
評点は丁寧な案件対応もあって高水準を維持し、また安定した業務体制にも
変化はなく、３０年度の復活を期待したい。

広島県 Ｂ

一次対応件数と抜本完了件数が前年度実績を上回り、また経営者保証ガイド
ライン対応件数は目標達成となった一方、二次完了件数が前年度を下回り、
抜本完了件数と共にそれらの目標達成率が６割台に留まったことから、前年
度同様のＢ評価であった。抜本完了案件は暫定リスケの出口対応として取組
んだ案件が多く、この対応が金融機関との連携強化につながった。

徳島県 Ｂ

一次対応件数は前年度比減少したものの、抜本完了件数と経営者保証ガイド
ライン対応件数が目標達成となったこと、外部評価アンケートの評価が前年
度より大きく改善したことにより、１ランクアップのＢ評価となった。ＳＭ
のスキル向上もあって、安定感のある業務運営体制を構築できたことが奏功
した。

愛媛県 Ｂ

外部評価アンケートがやや見劣りしたものの、一次対応件数が微増する一
方、二次完了件数と抜本完了件数が目標を達成したことから、前年度と同様
にＢ評価を維持した。勤務体制の見直しで協議会の業務運営体制が強化され
たこと、そして金融機関との連携強化が好業績に反映されている。特に、抜
本完了件数が２年連続で目標を達成したことは高く評価される。
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福岡県 Ｂ

一次対応件数全国３位、二次完了件数同５位であったが、抜本完了件数が１
件に留まったため、前年度のＡ評価から１ランクダウンのＢ評価となった。
しかし外部アンケート評価結果は高い評点を維持し、また経営改善計画策定
支援事業及び早期経営改善計画策定支援事業の利用申請件数は、いすれも順
調に推移するなど、安定した業務運営体制は維持されている。

長崎県 Ｂ

一次対応件数は金融機関以外のルート開拓に努めるなどして全国平均を維持
し、また前年度実績のなかった抜本完了案件２件を確保すると共に経営者保
証ガイドライン対応件数が目標達成となり、昨年度のＤ評価から２ランク
アップのＢ評価であった。評価ランクの変動が大きいが、案件対応能力が高
いことから、今後は安定した業務運営体制の継続が期待できる。

大分県 Ｂ

一次対応件数１２件は前年度比４割減でやや見劣りする実績であったが、二
次完了件数、抜本完了件数とも目標達成率で７５％、８３％と健闘したこ
と、加えて、経営者保証ガイドライン対応件数が目標を上回る８件となった
ことから、前年度のＣ評価からＢ評価へランクアップした。抜本完了件数５
件全部が債権放棄案件で過去最多の件数であり、抜本案件への対応能力が着
実に積上げられている。

宮崎県 Ｂ

一次対応件数は前年度実績を下回ったが、全国平均の水準を維持し、二次完
了件数は目標達成率９２％となり、抜本完了件数は昨年度と同件数であっ
た。これらの結果、効率化評点が高く、また外部評価アンケートでも、金融
機関と二次完了企業の評価が改善したことにより、昨年度と同様のＢ評価を
維持した。

鹿児島県 Ｂ

一次対応件数は前年度実績を下回ったものの、二次完了件数と抜本完了件数
は昨年度を上回り、中でも債権放棄の実績が初めて挙げられたのは特筆され
る。債権放棄への取組みにより、実績のなかった経営者保証ガイドラインで
の保証債務整理も大きな成果であった。また二次完了件数は目標達成となっ
ており、この結果、昨年度のＣ評価から１ランクアップのＢ評価となった。
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北海道 Ｃ

相談企業の想定外の業績悪化などでの計画策定中の案件の取下げが多く、二
次完了件数は前年度を大きく下回り、加えて抜本完了件数も前年度比半減し
たため、評価は前年度比１ランクダウンのＣ評価であった。ただし、一部Ｓ
Ｍの入替えはあったものの協議会の業務運営体制は安定しており、事業推進
面での懸念は無い。一方、早期経営改善計画策定支援事業の利用申請件数
は、全国第４位を確保し、経営改善計画策定支援事業も全国平均を大きく上
回る件数であった。

宮城県 Ｃ

二次完了件数は年度目標を達成し、一次対応件数も事業者本人からの持込増
加で東北ブロック最多の実績であった。しかしながら抜本スキームでの完了
実績が無く、そのため経営者保証ガイドライン対応実績が累計でもゼロ件は
残念である。再生事業への理解を求め続けるという長年にわたる地道な取組
みにより、地域金融機関も抜本再生に理解を示し始めており、３０年度はそ
の実績化を期待したい。

秋田県 Ｃ

件数的には全国平均比見劣りするものの二次完了件数、抜本完了件数とも前
年度比プラス基調を示したが、一次対応件数の半減については早急な対応策
を求めたい。当協議会は、ＳＭの経験年数が豊富で再生スキルが相応に蓄積
されていることから、地域金融機関との連携強化による事業活動の一層の活
発化が可能であり、積極的な取組みを期待したい。

福島県 Ｃ

二次完了件数は横ばいであったが、一次対応件数が３割減となり、抜本完了
件数も前年度と同様の１件に留まった。事業実績に大きな伸張は見られな
かったものの、協議会の運営は安定感を維持した。支援先企業業績の先行き
の不透明感から、金融機関が抜本再生に慎重姿勢であることも、抜本完了件
数の低迷につながっている。

栃木県 Ｃ

抜本完了件数は目標達成率が３割にとどまり低調な実績であったが、一次対
応件数、二次完了件数は前年度を大きく上回って業績は上向き傾向を示し
た。ただしＳＭ１人当たり一次対応件数は、全国平均を下回って推移してお
り、効率化の面からは一次対応件数の嵩上げが必要であり、事業者本人から
の相談件数の増強策を検討願いたい。

静岡県 Ｃ

一次対応件数、二次完了件数とも前年度実績を確保できず、全国水準との比
較でも見劣りした一方で、抜本完了５件のすべてが債権放棄であった。この
ため経営者保証ガイドライン対応件数が１５件で全国トップの実績を確保し
た。また早期経営改善計画策定支援事業の利用申請件数が全国１位、経営改
善計画策定支援事業の累計利用申請件数全国２位についても評価できる。

福井県 Ｃ

豪雪の影響により案件の進捗が停滞し、期ずれ案件も６件に達したため、一
次対応件数が前年度比４割減となり、二次完了件数、抜本完了件数とも目標
未達成であった。このため効率化及び達成度評価が厳しい評点となり、前年
度と同様のＣ評価に留まった。ＳＭの入替えに伴う指導育成面は統括責任者
を主体に計画的に講じられているとのことで、業務運営体制の再構築を期待
する。
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京都府 Ｃ

経営改善計画策定支援事業の利用申請件数は全国４位であったが、地元金融
機関経由案件の減少を背景に一次対応件数が前年度比４割減、加えて二次完
了件数も同１割減であった。この結果、効率化評価が厳しく、前年度比１ラ
ンクダウンのＣ評価となった。ただし金融機関が、抜本再生に前向き姿勢と
のことであり、今後は抜本件数と二次完了件数の嵩上げを期待したい。

奈良県 Ｃ

抜本完了件数は債権放棄１件で、また一次対応件数、二次完了件数はいずれ
も前年度実績を上回ったものの件数水準としては低く、このため効率化及び
達成度評価等の基本評価項目の評点は低位に留まった。件数の一段の嵩上げ
によるＳＭ１人当たりの効率化アップが課題である。ただし実績の無かった
経営者保証ガイドライン対応件数が５件達成できたことは、特筆できる。

山口県 Ｃ

統括責任者の交代にも拘らず、昨年度のＤ評価からＣ評価へのランクアップ
は、一定の成果であった。抜本完了がゼロ件のため全体の評点は低位に留
まったが、一次対応件数、二次完了件数、経営改善計画策定支援事業の利用
申請件数では全国平均に近い水準を達成している。３０年度は、業務運営体
制が軌道に乗れば一次対応及び二次完了件数の底上げを期待できる。

香川県 Ｃ

一次対応件数と二次完了件数は前年度比ほぼ横ばいで、抜本完了件数は前期
比２件減の１件に留まるなど、やや低調な実績であった。ただしアンケート
評価では、地域金融機関の評点が前期比大幅にアップしており、金融機関と
の連携は強まっている。一次対応件数増加が急務との認識から、金融機関へ
事前相談持込みを繰返し要請しており、３０年度はその成果を期待したい。

熊本県 Ｃ

一次対応件数と二次完了件数は前年度実績を上回ったが、震災後の事業展開
の不透明さから抜本完了件数は同数の１件に留まり、昨年度と同じＣ評価で
あった。なお一次対応件数は震災関連相談の増加（１３件から３８件）で全
国５位であったが、震災対応融資の返済猶予期限の到来する３０年度は相談
件数の増加が見込まれており、業務運営体制を整えて適切な対処を期待す
る。
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神奈川県 Ｄ

抜本完了件数５件は健闘したものの、一次対応件数、二次完了件数とも前年
度並みの件数に留まるなど、地域の経済規模を勘案すると低調な実績であっ
た。外部アンケートの直近３年間の金融機関評価の改善幅は小さく、相談案
件への適切な対応を通じ、協議会に対する信頼感を高める努力が必要。効率
化及び達成度評価、そして外部評価の低いことがＤ評価の要因である。

山梨県 Ｄ

一次対応件数、二次完了件数、抜本完了件数のいずれにおいても前年度実績
を上回る成果であったが、全国平均の件数水準からは未だ大きく見劣りする
など、効率化及び達成度評価、そして外部評価の評点低迷がＤ評価の要因で
ある。業務体制の刷新が徐々に図られているが、地域金融機関からの信頼感
を一層得て、３０年度はＣランク以上へのアップを期待したい。

高知県 Ｄ

一次対応件数、二次完了件数、抜本完了件数のいずれも前期比減少し、経営
改善計画策定支援事業の利用申請件数も低調であったため、前年度比２ラン
クダウンのＤ評価となった。外部評価は全国平均水準であったが、効率化評
価、達成度評価の評点が低くかった。抜本も含めた計画策定支援中の手持ち
案件が多いことから、事業業績の改善は十分に期待できる。

佐賀県 Ｄ

前年度との比較では、一次対応件数は４件増加、二次完了件数は同数で、抜
本完了件数は１件減少となり、いずれも全国比較では低水準で前年度比１ラ
ンクダウンのＤ評価となった。協議会は丁寧なモニタリングによる事業者支
援重視を貫いているため地域金融機関の信頼感は厚いが、当協議会が対象と
しているエリアの経済状況からして実績確保に限界があるとすれば、体制面
の見直しも必要となる。

沖縄県 Ｄ

一次対応件数は全国平均を上回る実績であったが、二次完了件数、抜本完了
件数のいずれもが、全国平均及び目標達成率を下回るなど、基本評価項目の
低迷で昨年度と同様のＤ評価であった。外部アンケート調査でも、地域金融
機関の評価は相応の水準にある反面、支援企業や外部専門家の評価は全国水
準を下回っており、改善に向けた早急な対応が求められる。


